
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討
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店舗兼事務所 中高層の店舗、事務所ビ
ルが建ち並ぶ商業地域

池袋280 m

特にない ２０ｍ区道 池袋駅南東方280 m

米国の通商政策や中東情勢等不安要素はあるものの、区内の商業地に
対する投資需要は堅調で、地価は上昇基調にて推移している。

高層の店舗事務所ビル等が建ち並ぶ池袋駅東口の準高度商業地域で、
繁華性及び収益性に優る。地域要因に特段の変動はない。

地域の標準的規模の整形画地で、地域内の競争力は普通程度である。
個別的要因に特段の変動はない。

中高層の店舗事務所ビルが建ち並ぶ商業地域として熟成度は高く、当面は現状維持で推移するものと思われる。
繁華性及び収益性に優れており投資需要は旺盛で、地価は上昇基調にて推移している。
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

取引時点を遡らざるを得なかったものの池袋駅周辺に存する商業地の事例を中心に採用し補修正及び要因比較は適正に
行われており比準価格は対象基準地の属する市場の実態を的確に反映した価格である。他方、対象基準地は池袋駅東口
近くの準高度商業地域に存するので収益価格は投資採算性の指標として重要である。従って、本件評価においては比準
価格と収益価格を関連付け、更には近隣に存する他の基準地の価格との均衡にも十分に留意し鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は池袋駅を中心にして豊島区及び隣接区内のＪＲ山手線の各駅近くに存する繁華性の高い商業地域。需要の
中心は収益物件を探す投資法人や開発用地を探す不動産業者であるが、自社ビル（及びその用地）を探す事業法人も需
要者として考えられる。繁華性及び収益性に優れた地域なので投資需要は引き続き旺盛で地価は上昇基調にて推移して
いる。市場の中心価格帯については画地規模１００～１５０㎡程度の土地で総額５億～９億円程度と把握した。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

豊島(都) －5 12

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 7

令和 7 7 1

令和 7 7 4

豊島(都)　5 － 12 東京都 区部第４ 不動産鑑定士  森永　愼一

株式会社米山

令和 7 6 27

令和 7 7 3

豊島区南池袋二丁目９７番１３
「南池袋２－２７－６」
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20 50 60 30 高層店舗兼事務所地

6.5 20 130 長方形
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駐車場整備地区

高層店舗兼事務所地 ない
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／
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